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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数種の生体情報に関する計測データを取得する取得手段と、
　前記計測データを所定のレイアウトで出力する制御手段と、を有し、
　前記制御手段は、
　前記複数種の生体情報のそれぞれに割り当てられた、原点から放射状に延びる複数の軸
に対して、異なる複数の日時に計測された前記計測データをプロットするとともに、
　前記プロットされた前記計測データのうち、同じ日時に計測された計測データを頂点と
する図形を示すことにより、
前記出力を行い、
　前記制御手段は、
　同一種の生体情報について、第１の日時に計測された計測データと、第２の日時に計測
された計測データとを該生体情報に割り当てられた軸にプロットし、
　該生体情報について前記第１の日時と前記第２の日時の間に計測された計測データが正
常範囲を外れたものの割合に応じて、該軸の、前記第１の日時に計測された計測データと
、前記第２の日時に計測された計測データとの間の区間の色を異ならせることを特徴とす
る生体情報出力装置。
【請求項２】
　複数種の生体情報に関する計測データを取得する取得手段と、
　前記計測データを所定のレイアウトで出力する制御手段と、を有し、
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　前記制御手段は、
　前記複数種の生体情報のそれぞれに割り当てられた、原点から放射状に延びる複数の軸
に対して、異なる複数の日時に計測された前記計測データをプロットするとともに、
　前記プロットされた前記計測データのうち、同じ日時に計測された計測データを頂点と
する図形を示すことにより、
前記出力を行い、
　前記制御手段は、
　第１の日時に計測された計測データと、第２の日時に計測された計測データとを前記複
数の軸にプロットし、
　前記第１の日時と前記第２の日時の間に計測された計測データにおいて、前記第１の日
時に計測された計測データと同じ値が得られた頻度に応じて、前記第１の日時に計測され
た計測データのプロットの濃度を異ならせることを特徴とする生体情報出力装置。
【請求項３】
　前記制御手段は、
　前記複数種の生体情報のそれぞれに関する正常範囲の上限値および／または下限値を、
前記複数の軸のそれぞれにプロットし、
　前記プロットされた前記上限値を頂点とする図形および／または前記プロットされた前
記下限値を頂点とする図形とをさらに示すことを特徴とする請求項１または２に記載の生
体情報出力装置。
【請求項４】
　前記制御手段は、プロットされている前記計測データの計測日時を時間軸上の指標によ
って示す時間軸領域をさらに示すことにより前記出力を行うことを特徴とする請求項１か
ら３のいずれか１項に記載の生体情報出力装置。
【請求項５】
　ユーザ操作を受け付ける操作手段をさらに有し、
　前記制御手段は、前記操作手段を通じて前記指標を移動する操作がなされた場合、前記
指標の移動前の位置に対応する日時に計測された計測データに代えて、前記指標の移動後
の位置に対応する日時に計測された計測データをプロットすることを特徴とする請求項４
に記載の生体情報出力装置。
【請求項６】
　前記制御手段は、前記操作手段を通じて前記指標を移動する操作がなされている間、前
記指標の移動前の位置に対応する日時に計測された計測データに代えて、前記指標の移動
後の位置に対応する日時に計測された計測データをプロットする動作を継続して実行する
ことを特徴とする請求項５記載の生体情報出力装置。
【請求項７】
　前記取得手段が、前記計測データの計測期間中に発生した予め定めたイベントに関する
情報をさらに取得し、
　前記制御手段は、前記イベントの発生日時を前記時間軸領域の前記時間軸上の指標によ
って示すことを特徴とする請求項５または６に記載の生体情報出力装置。
【請求項８】
　前記制御手段は、前記操作手段を通じて前記イベントの発生日時を示す指標を選択する
操作がなされた場合、前記選択された指標に対応する日時に計測された計測データをさら
にプロットすることを特徴とする請求項７記載の生体情報出力装置。
【請求項９】
　前記複数種の生体情報が、心拍数、収縮期血圧、平均血圧、脈圧であり、
　前記複数の軸が互いに直交し、
　前記心拍数と前記収縮期血圧が前記複数の軸のうち隣接した２軸に割り当てられ、前記
心拍数と前記脈圧が前記複数の軸のうち隣接した２軸に割り当てられることを特徴とする
請求項１から８のいずれか１項に記載の生体情報出力装置。
【請求項１０】
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　前記同じ日時に計測された計測データとは、同じ計測日時が関連付けられた計測データ
であることを特徴とする請求項１から９のいずれか１項に記載の生体情報出力装置。
【請求項１１】
　前記複数種の生体情報を計測する計測手段をさらに有し、
　前記制御手段は前記計測手段が計測した生体情報を前記所定のレイアウトとは異なるレ
イアウトでリアルタイムに出力する機能をさらに有する、
ことを特徴とする請求項１から１０のいずれか１項に記載の生体情報出力装置。
【請求項１２】
　前記生体情報出力装置が生体情報モニタであることを特徴とする請求項１から１１のい
ずれか１項に記載の生体情報出力装置。
【請求項１３】
　複数種の生体情報に関する計測データを取得する取得工程と、
　前記計測データを所定のレイアウトで出力する制御工程と、を有し、
　前記制御工程は、
　前記複数種の生体情報のそれぞれに割り当てられた、原点から放射状に延びる複数の軸
に対して、異なる複数の日時に計測された前記計測データをプロットする工程と、
　前記プロットされた前記計測データのうち、同じ日時に計測された計測データを頂点と
する図形を示す工程と、
を有し、
　前記プロットする工程では、同一種の生体情報について、第１の日時に計測された計測
データと、第２の日時に計測された計測データとを該生体情報に割り当てられた軸にプロ
ットし、該生体情報について前記第１の日時と前記第２の日時の間に計測された計測デー
タが正常範囲を外れたものの割合に応じて、該軸の、前記第１の日時に計測された計測デ
ータと、前記第２の日時に計測された計測データとの間の区間の色を異ならせることを特
徴とする生体情報出力装置の制御方法。
【請求項１４】
　複数種の生体情報に関する計測データを取得する取得工程と、
　前記計測データを所定のレイアウトで出力する制御工程と、を有し、
　前記制御工程は、
　前記複数種の生体情報のそれぞれに割り当てられた、原点から放射状に延びる複数の軸
に対して、異なる複数の日時に計測された前記計測データをプロットする工程と、
　前記プロットされた前記計測データのうち、同じ日時に計測された計測データを頂点と
する図形を示す工程と、
を有し、
　前記プロットする工程では、
　第１の日時に計測された計測データと、第２の日時に計測された計測データとを前記複
数の軸にプロットし、前記第１の日時と前記第２の日時の間に計測された計測データにお
いて、前記第１の日時に計測された計測データと同じ値が得られた頻度に応じて、前記第
１の日時に計測された計測データのプロットの濃度を異ならせることを特徴とする生体情
報出力装置の制御方法。
【請求項１５】
　コンピュータを、請求項１から１０のいずれか１項に記載の生体情報出力装置の各手段
として機能させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は生体情報出力装置およびその制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば心拍数、呼吸数、血圧、動脈血酸素飽和度（ＳｐＯ２）などの生体情報は、患者
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の疾患の有無を診断したり、疾患を特定したり、体調を管理したりするために広く計測さ
れ、利用されている。これらの生体情報の時間変化に関する評価を行うための表現として
、横軸に計測日時を、縦軸に計測値の範囲を割り当てて測定値を折れ線グラフで表すトレ
ンドグラフが知られている（特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－８２００９号公報（図８～図９）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　トレンドグラフは１種類の生体情報の計測値に関する時間変化を評価する場合には十分
機能するが、同時に評価する生体情報の種類が増えると、縦軸に割り当てる計測値のスケ
ールや値の範囲などが複雑になり、判読性が急速に悪化するという課題があった。生体情
報の種類ごとに線の色や太さを変えたり、全く異なる計測値の範囲を有する生体情報につ
いては折れ線が重ならない位置にずらしたりするといった工夫により、判読性をある程度
改善することもできるが、それにも限界がある。また、例えば生体情報ごとに異なる正常
範囲を計測値とともに示すといったこともできない。
【０００５】
　本発明は、このような従来技術の問題点に鑑みなされたものである。本発明は、同時に
評価する生体情報の種類の増加による視認性の低下を抑制しつつ、計測値の評価に有用な
他の情報も提供可能な生体情報の出力が可能な、生体情報出力装置およびその制御方法の
提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上述の目的は、複数種の生体情報に関する計測データを取得する取得手段と、計測デー
タを所定のレイアウトで出力する制御手段と、を有し、制御手段は、複数種の生体情報の
それぞれに割り当てられた、原点から放射状に延びる複数の軸に対して、異なる複数の日
時に計測された計測データをプロットするとともに、プロットされた計測データのうち、
同じ日時に計測された計測データを頂点とする図形を示すことにより、出力を行うことを
特徴とする生体情報出力装置によって達成される。
【発明の効果】
【０００７】
　このような構成により、本発明によれば、同時に評価する生体情報の種類の増加による
視認性の低下を抑制しつつ、計測値の評価に有用な他の情報も提供可能な生体情報の出力
が可能な、生体情報出力装置およびその制御方法を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の実施形態に係る生体情報出力装置の一例としての生体情報モニタの機能
構成例を示すブロック図である。
【図２】実施形態に係る生体情報モニタのレポート出力処理の動作概要を示すフローチャ
ートである。
【図３】実施形態に係る生体情報モニタの出力するレポートのフォーマット例を模式的に
示す図である。
【図４】実施形態に係る生体情報モニタの出力するレポートの別のフォーマット例を模式
的に示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、図面を参照して、本発明をその例示的な実施形態に基づいて詳細に説明する。以
下では、本発明を生体情報出力装置の一例としての生体情報モニタに適用した実施形態に



(5) JP 6566746 B2 2019.8.28

10

20

30

40

50

ついて説明する。なお、生体情報モニタのように生体情報の計測と提示を並行して（リア
ルタイムに）行う機器で発明を実施することで、計測中に複数種の生体情報の比較や時間
変化を容易に把握することが可能であり、計測中の患者の状態を診断する上で有用である
。しかしながら、計測に係る機能は本発明に必須ではなく、本発明は、生体情報の計測結
果をネットワークやメモリカードなどから読み出して後述する提示処理を実行可能な任意
の電子機器において実施可能である。この電子機器には、パーソナルコンピュータ、タブ
レット端末、携帯電話機といったコンピュータ利用機器が含まれる。
【００１０】
　図１は、本発明の実施形態に係る生体情報出力装置としての生体情報モニタ（以下、単
に生体情報モニタという）１００の機能構成例を示すブロック図である。生体情報モニタ
１００は、各種のセンサや計測モジュールを接続可能な入力部１１０を有し、センサから
逐次得られる生体信号を表示したり、異常を検出したりすることにより、患者の状態を常
時監視するための装置である。生体情報モニタ１００は通常、重症患者など、バイタルサ
インを監視する必要がある患者に用いられるため、心電図、呼吸数、心拍数、血圧、体温
、動脈血酸素飽和度（ＳｐＯ２)など、複数の生体情報を計測する機能を有する。
【００１１】
　入力部１１０は、各種のセンサや計測モジュールを機械的および電気的に接続するコネ
クタやインターフェースを備える。本実施形態では例示として以下のセンサおよび計測モ
ジュールが接続されているものとする。
　心電電極１１１は患者の四肢および／または胸部表面の所定部位に装着される複数の電
極からなり、装着部位に応じた誘導波形を検出する。心電電極１１１の数や種類は計測す
る誘導波形の数や種類により異なる。また、心電電極間に高周波の微弱な電流を通電して
胸郭のインピーダンスを測定し、その変化から胸郭の動きを検出するインピーダンス方式
により呼吸数を算出することができる。血圧トランスデューサ１１２は患者の血管内に挿
入されたカテーテルの端部に取り付けられ、血圧を電気信号に変換する。
【００１２】
　脈波・ＳpＯ２センサ１１３はいわゆるパルスオキシメータであり、動脈血酸素飽和度
（ＳpＯ２）及び指尖容積脈波を光学的に検出して入力する。酸素と結びついているかど
うかによってヘモグロビンの光の吸収度が異なること、また光の波長によっても吸収度が
異なることを利用し、一般には赤色光と赤外光の２波長を用いて動脈血酸素飽和度を測定
する。また、透過光又は反射光のＡＣ成分が血液量に応じて変化することから、このＡＣ
成分を光学指尖容積脈波（ＰＴＧ:photoplethysmograph）として検出する。
【００１３】
　体温センサ１１４は例えば患者に装着されたサーミスタ温度センサであり、温度に応じ
た抵抗値を示す。心拍出量センサ１１５は患者の血管内に留置したサーミスタ温度センサ
であり、血液温度を計測する。血液温度の時間変化から熱希釈曲線を求め、注入液温度と
Stewart-Hamilton の公式を応用した式から心拍出量（ＣＯ）を得ることができる。また
、心拍出量と血圧値とから、血管抵抗（ＳＶＲ）を求めることができる。なお、心拍出量
はインピーダンス法によって非侵襲的に求めてもよい。呼吸ガスセンサ１１６は呼気中の
炭酸ガス（ＣＯ２）濃度を計測する。なお、図１に示した、入力部１１０に接続されるセ
ンサおよびモジュールは単なる例示であって、他のものが含まれていてもよいし、図示し
たもののいくつかがなくてもよい。
【００１４】
　生体情報モニタは継続的に生体情報の計測を行い、リアルタイムに表示やセントラルモ
ニタなどの外部機器への出力を実施する装置であるため、連続的に計測可能な方法で各種
の生体情報を計測している。しかし、間欠的に計測された値であっても本発明は適用可能
である。従って、例えばカフを用いて血圧値を非観血的に計測することができる。
【００１５】
　前処理部１２０は、入力部１１０に入力した生体信号に対し、Ａ／Ｄ変換処理や電源ノ
イズ除去フィルタの適用など、信号に応じて予め定められた前処理を実行し、バッファメ



(6) JP 6566746 B2 2019.8.28

10

20

30

40

50

モリ１３０に保存する。前処理部１２０はＤＳＰやＡＳＩＣなどのハードウェアで構成し
てもよいし、制御部１４０によって少なくとも一部の機能をソフトウェアで実現してもよ
い。バッファメモリ１３０は信号の一時的な記憶や、制御部１４０のワークエリアやビデ
オメモリとして用いる。
【００１６】
　制御部１４０は例えば中央処理装置（ＣＰＵ）などのプログラマブルプロセッサとＲＡ
Ｍ、ＲＯＭを有し、ＲＯＭに記憶されたプログラムをＲＡＭにロードしてＣＰＵで実行す
ることにより、生体情報モニタ１００の動作を制御して全体的な機能を実現する。なお、
ＲＯＭの少なくとも一部は書き換え可能であってよい。
【００１７】
　外部インターフェース（Ｉ／Ｆ）１５０は、ホストモニタ２００との通信インターフェ
ースであり、装置の筐体に設けられたコネクタで直接、あるいはケーブルを介してホスト
モニタ２００の外部インターフェース２２０と接続される。
【００１８】
　アラームインジケータ１６０は制御部１４０により、機器の動作、生体信号の波形や数
値などが予め定められた条件（アラーム設定）に規定された条件を満たすと判定された際
に、例えば光や音によって警報を出力して報知するための１つ以上の出力デバイスである
。アラームインジケータ１６０は、代表的には発光素子やスピーカであってよい。警報は
重要度（レベル）によりレベル分けし、重要度に応じた警報を出力することができる。な
お、警報はアラームインジケータ１６０だけでなく、表示部１７０に対するメッセージ表
示などと組み合わせることもできる。制御部１４０は、例えば操作部１８０に対する所定
の操作が検出されると警報の出力を停止する。
【００１９】
　表示部１７０は代表的にはカラー液晶ディスプレイであり、制御部１４０は予め定めら
れたレイアウトにより、例えば心電波形、心拍数、体温、血圧値、呼吸数、呼吸波形、と
いった重要な生体情報をリアルタイムで表示部１７０に表示させる。また、制御部１４０
は、操作部１８０の指示に応答して、表示部１７０の表示内容やレイアウトを変更する。
【００２０】
　ユーザ操作を受け付ける操作部１８０は電源スイッチをはじめとしたキー、スイッチ群
であり、ユーザが生体情報モニタ１００に指示や情報の入力を行うことを可能にする。な
お、スイッチやキーの少なくとも一部は、表示部１７０に設けられたタッチパネルと、制
御部１４０によるＧＵＩ表示とを組み合わせたソフトウェアスイッチとして実現されても
よい。また、操作部１８０は外付けのキーやスイッチを含んでもよい。
【００２１】
　プリンタ１９０は、計測結果に関するレポートを予め設定されたフォーマットで紙など
の記録媒体に印刷出力する。プリンタ１９０は必ずしも生体情報モニタ１００に内蔵され
ている必要はなく、外部Ｉ／Ｆ１５０に接続される外部装置の１つであってよい。また、
プリンタ１９０は必須でない。
【００２２】
　記憶部１９５は少なくとも一部が不揮発性の記憶装置であり、制御部１４０内のＲＯＭ
にない設定情報や、計測されたデータや、それに基づいて算出された値などを保存するた
めに用いることができる。なお、計測データは計測日時に関連付けられているものとする
。ここで、計測データに関連付けられる計測日時は、パラメータの種類によっては必ずし
も実際に計測された日時でない場合がある。例えば、収縮期血圧、拡張期血圧、平均血圧
は厳密には同時に計測することはできないが、同一心拍について計測されている値につい
ては「同じ日時」に計測されたものとして取り扱う（同じ計測日時を関連付ける）。この
際に関連付ける日時は、例えば同一心拍についての計測値が全て揃った時点の日時とする
など、予め決めておくものとする。したがって、本明細書において「計測日時が同じ」計
測データとは、関連付けられた計測日時が同じ計測データを意味するものとする。
　なお、図示した構成以外にも、メモリカードを取り扱うための構成（メモリカードスロ
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ットなど）、カフを用いるための構成（ポンプ、圧力センサなど）などを有してもよい。
【００２３】
　このような構成を有する生体情報モニタ１００では、例えば操作部１８０を通じて電源
が投入されると、入力部１１０を通じて入力される生体信号に対する処理を開始する。具
体的には、前処理部１２０がＡ／Ｄ変換等を行って各種の生体信号を計測データとしてバ
ッファメモリ１３０に保存し始める。そして、制御部１４０は、バッファメモリ１３０に
保存された計測データについて、各種パラメータの算出処理、表示処理、評価処理や異常
判定処理などを開始する。また、制御部１４０は、バッファメモリ１３０から記憶部１９
５に計測データを転送したり、予め設定されたイベント発生時には、その時点における計
測データなど予め定められた情報をイベントと関連付けて記憶部１９５に保存したりする
。
【００２４】
（レポート出力処理）
　次に、本実施形態の生体情報モニタ１００のレポート出力処理ならびにレポートフォー
マットの例について説明する。本実施形態では、生体情報モニタでの実施を想定してレポ
ート出力処理を生体情報の計測中に行うものとするが、継続的に測定を行う必要のない機
器で実施する場合には、任意のタイミングで実行することができる。記録済みのデータを
用いてレポート出力処理を実行する場合、制御部は、アクセス可能な記憶装置に計測デー
タが存在する患者の一覧を選択可能に表示し、操作部を通じて選択された患者に対する計
測データを対象としてレポート出力処理を実施すればよい。
【００２５】
　計測中に操作部１８０を通じてレポート出力の指示がなされると、制御部１４０はバッ
クグラウンドで計測処理ならびにアラーム設定に基づく計測データの監視を継続しながら
、図２のフローチャートに示すレポート出力処理を行う。
【００２６】
　まず、制御部１４０は、記憶部１９５に保存されている計測データから、時間軸上の２
点における計測データであって、レポートフォーマットに応じた種類の生体情報に対応す
る計測データを取得する（Ｓ１０１）。ここで取得する時間軸上の２点に特に制限は無い
が、一方は直近（現在）の計測データとする。もう一方（すなわち過去の計測データ）と
して、どれだけ前の計測データを読み出すかに特に制限は無いが、例えば４８時間前とす
ることができる。なお、例えば周期的な投薬の効果を把握するような場合には、現時刻を
基準とした相対的な時間ではなく、直近の特定の時刻の計測データを取得するように設定
してもよい。
【００２７】
　またＳ１０１で制御部１４０は、読み出す計測データの計測期間中に予め定められたイ
ベントが発生していれば、イベントの種類と発生時刻の情報も記憶部１９５から読み出す
。
【００２８】
　Ｓ１０３で制御部１４０は、表示部１７０のレイアウトを、通常のリアルタイム表示用
のレイアウトから、レポート表示用のレイアウトに変更し、レポート表示を行う。なお、
レポート表示は全画面で行ってもよいが、予め定められた生体情報についてはレポート表
示の周辺領域でリアルタイム表示を継続してもよい。
【００２９】
　本実施形態においてレポート出力は、例えば、レポートフォーマットに応じた特定のテ
ンプレート画像に対し、計測値に応じた座標を頂点とする多角形を描画したり、日時に応
じた位置に指標を描画したりする処理によって実現できる。これらの処理は生体情報モニ
タ１００が使用している基本ソフトウェアに応じた公知の方法で実現可能であるため、詳
細についての説明は省略する。
【００３０】
　図３は、本実施形態の生体情報モニタ１００が表示部１７０に出力するレポートフォー
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マットの一例を示す図である。
　レポートは計測データのプロットを行うグラフ領域３１０と、プロットされている計測
データの計測日時およびイベント情報を示すための時間軸領域３２０とを有している。
【００３１】
　グラフ領域３１０はプロットする生体情報の種類ｎに応じたｎ角形状のいわゆるレーダ
ーチャートの形式を有している。図３の例では上から右回りに心拍数（ＨＲ）、観血血圧
（ＩＢＰ）、呼吸数（ＲＲ）、動脈血酸素飽和度（ＳｐＯ２）、炭酸ガス濃度（ＣＯ２）
、体温（ＴＥＭＰ）の６種類の生体情報の計測データ（計測値）が、中心（原点）から頂
点に向かって放射状に延びる複数の軸上にプロットされている。
【００３２】
　時間軸領域３２０は、グラフ領域３１０にプロットされている計測データの計測日時を
含む長さの時間を表す。時間軸領域３２０には、計測日時とイベント発生日時に対応する
時間軸上の位置を示す指標３２２，３２４，３２６が表示される。図３の例では、レポー
ト表示の指示がなされた時点での最新の計測が１２／２６の１０：００に行われており、
指標３２２で示されている。また、４８時間遡及した１２／２４の１０：００が指標３２
４で、２点の計測日時間に発生した２回のイベントが指標３２６でそれぞれ示されている
。
【００３３】
　グラフ領域３１０において、プロットされた軸上の座標を結んだ多角形状の輪郭（以下
、図形という）３１４は指標３２２で示される日時に測定されたデータ、図形３１２は指
標３２４で示される日時に測定されたデータに、それぞれ対応している。指標と図形との
対応関係が視認できるよう、制御部１４０は対応する日時の指標と図形とを、固有の同色
で表示する。従って、指標３２２と図形３１４とは第１の色で、指標３２４と図形３１２
とは第２の色で表示される。また制御部１４０は、イベントの発生を示す指標３２６につ
いては、イベントの種類に応じた色で表示する。図３の例では同種のイベントが２回発生
しているため、２つの指標３２６は同色で表示される。
【００３４】
　また、制御部１４０はグラフ領域３１０に、個々の生体情報に対する正常値の範囲を示
す図形３１６，３１８を表示することができる。ここでは、図形３１８が正常範囲の下限
値を、図形３１６が正常範囲の上限値を示している。図形３１６，３１８は第３の色で表
示されている。なお、正常範囲を示す図形３１６，３１８は表示しなくてもよいし、操作
部１８０を通じた指示によって表示のオン、オフを切り替えるようにしてもよい。また、
上限値と下限値の一方についてだけ図形を示してもよい。
【００３５】
　また、時間軸領域３２０は操作可能であり、例えば、指標３２２と指標３２４は時間軸
方向に移動可能である。表示部１７０がタッチディスプレイである場合や、操作部１８０
がマウス等のポインティングデバイスを含む場合、ユーザは所望の指標のドラッグ操作に
よって指標の時間軸上の位置を変更することができる。なお、これらは指標を移動させる
操作の例であり、他の操作方法を採用してもよい。また、操作部１８０に指標３２２，３
２４の各々を移動させるためのボタンやキーが含まれていても良い。
【００３６】
　図３に戻り、Ｓ１０７で制御部１４０は、表示（プロット）するデータの計測日時を変
更する指示（指標３２２，３２４の少なくとも一方を移動する操作）がなされたか否かを
判別する。日時変更指示が検出された場合、制御部１４０はＳ１１１へ処理を進め、レポ
ート出力の更新処理を実行する。すなわち制御部１４０は、グラフ領域３１０については
、指標の移動前の位置に対応する日時に計測された計測データに代えて、指標の移動後の
位置に対応する日時に計測された計測データをプロットし、時間軸領域３２０については
、移動操作に応じて指標の表示位置を変更する。レポート出力を更新すると、制御部１４
０は処理をＳ１１３へ進める。また、位置が変更された指標に関し、時間軸領域３２０に
おいて変更後の日時を表示するようにしてもよい。
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【００３７】
　このように、ユーザは、指標３２２，３２４の位置を変更することにより、時間軸上の
所望の２点における計測データを容易に比較することができる。また、指標の移動操作が
なされている間、レポート出力の更新処理を継続して実行すれば、指標の移動に伴う図形
の形状変化から計測データの経時変化の把握を容易にすることができる。
【００３８】
　なお、グラフ領域３１０にプロットする計測データの計測日時の変更は、時間軸領域３
２０における指標の移動操作に限らず、特定の日時の入力操作であってもよい。例えば指
標３２２，３２４のそれぞれに対応する日時を編集可能にレポート出力画面に表示し、操
作部１８０を通じて日時の編集があった場合には編集後の日時に対応した計測データをグ
ラフ領域３１０に表示するように構成することもできる。
【００３９】
　Ｓ１０７で日時変更指示が検出されない場合、制御部１４０は処理をＳ１０９に進め、
イベント指標３２６のいずれかを選択する操作がなされたか否かを判別する。ここで、イ
ベント指標３２６の選択操作は、画面上のタッチ操作やマウス等によるクリック操作以外
にも、操作部１８０のイベント選択ボタンの押下操作など、実装に応じた任意の操作であ
ってよい。
【００４０】
　イベント指標３２６のいずれかを選択する操作が検出された場合、制御部１４０はＳ１
１１に処理を進め、選択されたイベント指標に対応する日時の計測データを記憶部１９５
から取得してグラフ領域３１０にプロットする。この際、制御部１４０は、プロットを接
続する図形の色は選択されたイベント指標の色（すなわち、イベントの種別に応じた色）
で描画する。
【００４１】
　なお、イベント指標３２６に対応する計測データの表示は、指標を選択する操作が継続
してなされている間のみ行うように構成してもよいし、表示解除の指示がなされるまで継
続表示するように構成してもよい。所定時間経過したら自動的に表示が解除されるように
構成してもよい。イベント指標３２６が複数存在し、その１つが選択されてデータ表示さ
れている状態で別の指標が選択された場合、もとの表示は解除してもよいし、そのまま残
しても良い。後者の場合、異なるイベント指標が選択されるごとに、グラフ領域３１０に
表示される図形の数が増加して表示が煩雑になるため、予め最大同時表示数を定めておき
、最大同時表示数を超える場合には、選択時刻が最も古い指標に対応する計測データの表
示を解除するようにしてもよい。
【００４２】
　Ｓ１０７，Ｓ１０９で時間軸領域３２０に表示された指標の移動や選択等の操作が検出
されなければ、制御部１４０は処理をＳ１１３に進め、操作部１８０を通じてレポート出
力の終了指示がなされているかどうか判別する。制御部１４０は、終了指示が検出されれ
ばレポート出力処理を終了して画面表示を計測時の通常レイアウトに戻し、終了指示が検
出されなければ処理をＳ１０７に戻す。
【００４３】
　このように、本実施形態によれば、レーダーチャート状に計測値をプロットするグラフ
領域を用いることにより、同時に比較する生体情報の数が増加しても、視認性を低下させ
ることなく生体情報の時間的な変化を容易に把握することを可能にする。さらに、計測値
と併せて、正常値の範囲を生体情報ごとに示すことが可能になり、個々の計測値が正常か
否かも把握することが可能になる。また、時間軸領域を用いることにより、比較対象の計
測データの計測日時を容易に変更したり指定したりすることを可能にする。
【００４４】
（変形例）
　上述の実施形態では同一患者について異なる２つの日時に計測された複数種の生体情報
の比較を行うレポート出力について説明した。しかし、比較対象は２つの日時に限らず、
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３つ以上の日時に計測された生体情報について図３と同様のフォーマットのレポート出力
を行ってもよい。
【００４５】
　また、上述の実施形態では、指標の移動操作時に図形を連続的に表示させる場合をのぞ
き、グラフ領域３１０の表示からは複数の離散的な日時における計測値の情報は得られる
が、示されていない期間における計測値の情報は得られない。そのため、制御部１４０は
、例えば各軸の、プロットされている値の間の区間を用いるなどして、プロットされてい
ない計測値に関する情報を提示してもよい。
【００４６】
　図３における炭酸ガス濃度（ＣＯ２）を例にして説明すると、軸上の１２／２４ １０
：００の計測値のプロット３１２１と、１２／２６ １０：００の計測値のプロット３１
４１の間の区間を用いる。例えば、この２つの日時の間に得られた計測値のうち、正常範
囲を外れた計測値の割合に応じて区間の色を変えるといったことが考えられる。
【００４７】
　また、プロットされている値と同じ値が得られた頻度に応じて、プロットの濃度を変え
ることもできる。例えば、炭酸ガス濃度であれば、１２／２４ １０：００～１２／２６ 
１０：００の間に得られた計測値のうち、プロット３１２１と同じ値が得られている頻度
が高いほどプロット３１２１の色の濃度を高くしたり、プロット３１２１を大きく（プロ
ット３１２１を中心とする円の直径を大きく）したりするといったことが考えられる。プ
ロット３１４１についても同様の効果を与えることができる。
　このような方法により、グラフ領域３１０の表示の煩雑さを増すことなく、指定された
日時の間に得られた計測値に関する情報も提供することができる。
【００４８】
　図４は、グラフ領域３１０の別のフォーマット例を示す図である。図４ではフォーマッ
トの説明および理解を容易にするため、１つの日時における計測値をプロットした状態を
示しているが、図３に示した例と同様、複数の日時の計測値をプロットしたり、正常範囲
を示す図形を追加したりすることができる。
【００４９】
　図４のフォーマットは、特定の生体情報の計測値を特定の配置でプロットすることによ
り、個々の生体情報の計測値だけでなく、診断に有用な指標として利用可能な複数種の生
体情報間の関係を、視覚的に把握することを可能とするものである。
【００５０】
　図４の例では、グラフ領域３１０が、中心から上下左右方向に放射状に延びる、互いに
直交する軸を有する。そして、上から右回りに心拍数（ＨＲ）、収縮期血圧（ＩＢＰ＿Ｓ
ＹＳ）、平均血圧（ＭＡＰ）、脈圧（ＰＰ）の４つの生体情報が軸上にプロットされてい
る。心拍数と収縮期血圧とを隣接する軸に配置することで、軸上のプロットを接続する直
線４１０の傾きがショックインデックス（ＳＩ）＝ＨＲ／ＩＢＰ＿ＳＹＳを表すようにな
る。ショックインデックスは、出血量に関する指標であり、例えば傾きの絶対値が１を超
えるような場合には相当の出血のおそれがある。例えば手術後の経過観察時などにおいて
は有用な情報である。
【００５１】
　また、心拍数と収縮期血圧とを隣接する２軸に配置した場合、原点とプロットした点を
頂点とする直角三角形４１５の面積は、ダブルプロダクト（ＤＰ）＝ＨＲ×ＩＢＰ＿ＳＹ
Ｓの１／２になる。ダブルプロダクトは心臓の負荷（心筋の酸素消費量）の目安となるた
め、直角三角形４１５の面積もまた同様の目安として利用することができる。
【００５２】
　一方で、心拍数と脈圧（ＰＰ）とを隣接する２軸に配置した場合、原点とプロットした
点を頂点とする直角三角形４２０の面積は動脈硬化の指標となる。脈圧は脈波の振幅（収
縮期血圧と拡張値血圧との差）として得られる値であり、心駆出量（ＳＶ）と、動脈のコ
ンプライアンス（Ｃ）とを用いてＰＰ＝ＳＶ／Ｃと表すことができる。コンプライアンス
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の逆数（１／Ｃ）は動脈壁硬化度(arterial stiffness)に相当するため、脈圧は大動脈の
硬化が進むと上昇する。
【００５３】
　一方、心拍出量（ＣＯ）を用いると、ＣＯ＝ＨＲ×ＳＶという関係があるので、ＰＰ×
ＨＲ＝（ＳＶ／Ｃ）×（ＣＯ／ＳＶ）＝ＣＯ／Ｃ＝ＣＯ×arterial stiffnessである。従
って、ＰＰ×ＨＲ（直角三角形４２０の面積の２倍）は動脈壁硬化度の目安になり、直角
三角形４２０の面積も同様の目安として利用することができる。
【００５４】
　また、平均血圧（ＩＢＰ＿ＭＡＰ）は全抹消血管抵抗（ＴＰＲ）と心拍出量（ＣＯ）の
積であり、ＩＢＰ＿ＭＡＰ＝ＣＯ×ＴＰＲと表すことができる。つまり、平均血圧は小動
脈の硬化が進むと上昇する。そのため、心拍数、脈圧、平均血圧を頂点とする三角形の面
積もまた動脈硬化度の目安として利用することができる。
【００５５】
　本実施形態の生体情報モニタ１００は、例えば操作部１８０に含まれるキーまたはボタ
ンの操作により、図３および図４に示したフォーマットを含む複数のフォーマットの１つ
を選択してレポート出力を実施することができる。
【００５６】
（他の実施形態）
　上述の実施形態ではレポートを画面に出力（表示）する構成について説明したが、例え
ば画面に表示されている状態のレポートを印刷出力するなど、プリンタ１９０によって紙
などの記録媒体に印刷出力することもできる。
【００５７】
　また、上述の実施形態では時間軸上の２点以上における計測値の比較を行う目的におい
て図３や図４のレポートフォーマットを用いる構成について説明した。しかし、時間軸上
の１点における計測値のプロットのために図３や図４のレポートフォーマットを用いても
よい。例えば生体情報モニタ１００で計測している生体情報のリアルタイム表示画面にお
いて、図３や図４のレポートフォーマットを用いてもよい。
【００５８】
　本発明は、上述の実施形態のレポート出力処理を、システム又は装置のコンピュータに
おける１つ以上のプロセッサによって実施させるプログラムとしても実現可能である。従
って、このようなプログラムや、プログラムを記録したコンピュータ可読記録媒体もまた
本発明を構成する。また、上述の実施形態のレポート出力処理を、ハードウェア（例えば
ＡＳＩＣやプログラマブルロジックなど）を用いて実施することもできる。
【符号の説明】
【００５９】
１００…生体情報モニタ、１１０…入力部、１２０…前処理部、１３０…バッファメモリ
、１４０…制御部、１７０…表示部、１８０…操作部



(12) JP 6566746 B2 2019.8.28

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(13) JP 6566746 B2 2019.8.28

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  小池　誠
            東京都文京区本郷３－３９－４　フクダ電子株式会社内
(72)発明者  本宮　宣明
            東京都文京区本郷３－３９－４　フクダ電子株式会社内
(72)発明者  齋藤　永子
            東京都文京区本郷３－３９－４　フクダ電子株式会社内

    審査官  清水　裕勝

(56)参考文献  特開２０１５－０４７２５３（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許第０４９３０５１９（ＵＳ，Ａ）　　　
              国際公開第２０１２／０１４６９１（ＷＯ，Ａ１）　　
              特開２００６－１９２２５５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－３０６４３９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１５－００００４０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－１７９４０３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１４－１７９０９１（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６１Ｂ　　　５／００－５／０１


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

